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議
案
第
十
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
生
涯
学
習
課
の
分
掌
事
務
）

（
生
涯
学
習
課
の
分
掌
事
務
）

第
八
条

生
涯
学
習
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条

生
涯
学
習
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
五

略

一
～
十
五

略

十
六

学
校
に
お
け
る

読
書
活
動
に
つ
い
て

十
六

公
立
小
中
学
校
及
び
公
立
高
等
学
校
に
お
け
る
読
書
活
動
に
つ
い
て

の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

２

略

２

略

（
課
長
等
）

（
課
長
等
）

第
十
五
条

略

第
十
五
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
職
を
補
佐
す
る
職
又

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
職
を
補
佐
す
る
職
又

は
特
定
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
職
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
次
の
表
の
上
欄

は
特
定
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
職
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
職
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
に
あ
る
者
は
、

に
掲
げ
る
職
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
に
あ
る
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
上
司
の
命
を
受
け
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す

そ
れ
ぞ
れ
上
司
の
命
を
受
け
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

番
号

上

欄

中

欄

下

欄

番
号

上

欄

中

欄

下

欄

略

略

六

略

略

略

六

略

略

略

七

読
書
活
動

生
涯
学
習

学
校
に
お
け
る
読
書
活
動
に
つ
い
て
の
指

指
導
監

課

導
及
び
助
言
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。
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八
～
二

略

略

略

七
～
二

略

略

略

十
二

十
一

４

略

４

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
五
日
提
出

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

理

由

学
校
に
お
け
る
読
書
活
動
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
を
行
う
た
め
、
読
書
活
動
指
導
監
を
置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。
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秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案要綱

１ 改正理由

学校における読書活動についての指導及び助言を行うため、読書活動指導監を

置く必要がある。

２ 改正内容

（１）読書活動の指導及び助言を行う対象をすべての学校に拡大することとする。

（第８条関係）

（２）読書活動指導監を置き、この職の職務を規定することとする。（第１５条関

係）

（３）その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日

この規則は、令和３年４月１日から施行することとする。

議案第１０号 参考資料


